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入 学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱め実施 :こ
ついて (通達)

東京都教育委員会 |ま、:児童・生徒に国旗及び国歌に対 して一層正 しい認識をもたせ、そ

れ らを尊重する態度を育てるために、学習指導要領に基づき入学式及び事業式を適正ll実

施するよう各学校を指導 してきた。   :
これにより、平成 12年度卒業式から、1すべてつ都立高等学校及び都立盲 ころう1華護

学校で国旗掲揚及び国嵌斉幅が実施されているが、その実施態様には様々な課題がある。

このため、各学校 lt、

・
自旗掲場及び国歌斉唱の実施についで、よリー層の改善・充実を図

る必要があ
・
る。 ・   奮 :                          ―

ついては、下記により、各学校が入学式、事業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適

正に実施する:よ う通達する。     ・                   =
なお、「入学式及び卒業式年■けぅ国壌押揚及び国歌斉唱の指導についてJ(平成 11

年 lo月 19日 付 11教指高第 263号 、平成 11年 10月 19F付 11教指心第63号 )

並びに「入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の指導の徹底についてJ

(平成 10年 1'1月 20日 付 10毅指高第 161号 )は、平成 16年 10月 22日 限り廃

止する。

記                ,

1 学習指導要領に基づ き、入学式 (卒業式等を適正に実施す るこ と。

2 入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及

び国歌斉唱に関する実施指針]め とお り行 うものとすること:θ

3 国旗掲揚及か国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長あ職務衛令に従

わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。


